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標記について、別紙のとおり定めたので通達する。

添付書類：別紙



別紙

防衛装備庁における資金前渡官吏の事務取扱について

第１ 目的

この通達は、防衛装備庁（以下「装備庁」という。）における資金前渡官吏の事

務取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第２ 通則

装備庁の資金前渡官吏の事務取扱に関しては、他の法令に定めるもののほか、こ

の通達の定めるところによる。

第３ 資金前渡官吏の任命

会計法(昭和２２年法律第３５号)第３９条第1項により任命する資金前渡官吏及

び予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)第１１１条第１項に基づき、官

職を指定する資金前渡官吏は、別表第１及び別表第２に掲げるとおりとする。

第４ 前渡資金の請求

資金前渡官吏は、毎四半期ごとに官署支出官から示された使用予定金額の範囲内

において、前渡資金を請求しなければならない。

２ 資金前渡官吏は、前項の請求をするときは、前渡資金請求書(別記様式第１号

(ア)、（イ）)を作成し、官署支出官に送付しなければならない。

第５ 手許保管

出納官吏事務規程(昭和２２年大蔵省令第９５号。以下「事務規程」という。)第

２７条ただし書に定める金額は、５０万円を限度とする。

第６ 払出決議

資金前渡官吏は、預託金から現金を引き出そうとするときに、払出決議書(別記

様式第２号)に基づかなければならない。

第７ 支払決議

資金前渡官吏は、給与、旅費等の支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる

支払決議書を作成の上支払を決定するものとする。

⑴ 職員に対する俸給、諸手当等(出納員に交付する場合を含む)の支払については、

支払決議書(別記様式第３号（ア))



⑵ 旅費の支払については、支払決議書(別記様式第４号（イ))

第８ 支払方法の表示

資金前渡官吏は、前条の規定により支払決議書を作成するときは、当該支払決議

書の支払区分欄に「現金払」、「銀行振込」、「隔地払」、「小切手払」、「国庫金振替」、

「前金払」、「概算払」、「精算払」、「過年度支出」その他の支払方法を表示しなけれ

ばならない。

第９ 小切手用紙等の受払

事務規程の定めるところにより振り出す小切手（以下「小切手」という。）用紙

及び国庫金振替書用紙の受払は、その日に取りまとめ、小切手／国庫金振替書用紙

受払簿(別記様式第５号）にその受払状況を明らかにしておかなければならない。

第１０ 前金払及び概算払の精算

資金前渡官吏は、前金払又は概算払をしたときは、前金払／概算払･ 整理簿（別

記様式第６号）にその精算状況を明らかにしておかなければならない。

第１１ 返納金の戻入

資金前渡官吏は、故意又は重大な過失によらない過誤払により戻入するときは、

事務規程第５８条の２に定める納入告知書を作成の上、その返納すべき職員又は契

約相手方等に送付しなければならない。

第１２ 過年度支出

資金前渡官吏は、過年度に属する経費の支払をしようとするときは、過年度支出

申請書（別記様式第７号）を作成し、官署支出官に提出してその承認を受けなけれ

ばならない。

第１３ 流用の決議

資金前渡官吏は、流用しようとするときは、流用決議書（別記様式第８号）に基

づかなければならない。

第１４ 科目更正

資金前渡官吏は、その支払った経費について、支払科目に誤りのあることを発見

した場合は、科目更正書（別記様式第９号）を作成し、正当科目に更正することが

できる。ただし、支払日現在において正当科目にその資金がないときは、更正する

ことができない。



第１５ 報告

資金前渡官吏は、当月分の人件費等の支払実績報告書（別記様式第１０号）を当

月２５日までに作成し、官署支出官に提出しなければならない。

第１６ 帳簿書類等の引継

事務規程第７２条による資金前渡官吏の引継は、引継目録 （別記様式第１１号）

を作成の上、行うものとする。

第１７ 引継完了報告

前任者は、前条による引継を完了したときは、引継完了報告書（別記様式第１２

号）に預託金現在高引継通知書を添付の上、官署支出官に報告しなければならない。

第１８ 出納計算書の編集

出納計算書の編集は、計算証明規則（昭和２７年会計検査院規則第３号。以下「

証明規則」という。）に定めるもののほか、次の各号のとおりとする。

⑴ 検査書は、防衛装備庁の出納官吏の金庫検査規程（平成２７年防衛装備庁訓令

第３１号。以下「検査規程」という。）第７条に定める様式によるものとする。

⑵ 預託金月計突合表は、謄本を作成し、原本証明するものとする。

⑶ 預託金現在高証明書は、検査規程第６条に定める様式によるものとし、1部作

成し、資金前渡官吏の控分として編集するものとする。

⑷ 小切手支払内訳書は、預託金月計突合表の添付書類として資金前渡官吏の控分

として編集するものとする。

⑸ 提出小切手支払済高一件別内訳表は、検査規程第６条に定める様式によるもの

とし、該当するときのみ作成するものとする。

第１９ 支払証拠書類の編集

支払証拠書類の編集は、計算証明規則第９条に定めるもののほか、次の各号のと

おりとする。

⑴ 支払証拠書類の表紙 （別記様式第１３号）には、総紙数（表紙、仕切紙、裏

表紙等は含まない）及び金額を記載し、製本はクロス張等で行う。

⑵ 仕切紙 （別記様式第１４号（ア））は、（目）を単位として区分し、仕切紙 （

別記様式第１５号（イ））は、（目）の細分について 区分するものとする。（目）

の仕切紙には、科目、紙数、金額を記載し、（目）の細分の仕切紙には、科目、

紙数を記載し、金額は記入しないものとする。前金払又は概算払をしたときは、

仕切紙（イ）に内書付記しなければならない。ただし、給与証明書に記載してあ

る科目については、仕切紙（別記様式第１６号（ウ））に記入することにより（



目）ごとの仕切紙は省略することができる。

⑶ 給与証明書（別記様式第１７号）は、３部作成し、正副２部を 支払証拠書類

に編集し、写１部を当月分基準給与簿の総表に添付するものとする。

⑷ 納品書、調達要求書、契約実施伺等の書類は、各担当係の控分として編集する

ものとする。

第２０ 定型用紙及び補助簿

資金前渡官吏の扱う定型用紙及び補助簿は、他の法令に定める様式のほか、次の

各号のとおりとする。

⑴ 前渡資金請求書（別記様式第１号（ア）、（イ））

⑵ 払出決議書（〃第２号）

⑶ 支払決議書（〃第３号（ア））

⑷ 〃 （〃第４号（イ））

⑸ 小切手／国庫金振替書用紙受払簿（〃第５号）

⑹ 前金払／概算払整理簿（〃第６号）

⑺ 過年度支出申請書（〃第７号）

⑻ 流用決議書（〃第８号）

⑼ 科目更正書（〃第９号）

⑽ 人件費等支払実績報告書（〃第１０号）

⑾ 引継目録（〃第１１号）

⑿ 引継完了報告書（〃第１２号）

⒀ 支払証拠書類の表紙（〃第１３号）

⒁ 仕切紙（〃第１４号(ア））

⒂ 〃 （〃第１５号（イ））

⒃ 〃 （〃第１６号（ウ））

⒄ 給与証明書（〃第１７号）

⒅ 日計表（〃第１８号）

⒆ 前渡資金整理簿（〃第１９号）

⒇ 小切手交付簿（〃第２０号）

(21) 旅費整理簿（〃第２１号）

第２１ 臨時に設置する資金前渡官吏

国外における公務遂行の必要性から、当該国に臨時に設置する資金前渡官吏（以

下「在外資金前渡官吏」という。）の事務取扱については、前条までに定めるもの

のほか、次の各号のとおりとする。

⑴ 装備庁の内部部局、研究所、試験場及び支所の各部署において、在外資金前渡



官吏の設置が必要と認められる場合には、設置の１ヶ月前までに、その所属長よ

り装備庁長官官房会計官に対し、依頼するものとする。

⑵ 証明期間等については、防衛省の計算証明に関する指定について（１９検第１

３０号１９．２．２８）第５に基づき、計算証明期間は任命の日から免ぜられた

日までの期間（当該期間が２以上の年度にわたるときは、これを年度ごとに区分

した期間）とし、その前渡資金出納計算書は、証明期間経過後９０日を超えない

期間に会計検査院に到達するように提出するものとする。

⑶ 前渡資金の保管方法は、事務規程第３条ただし書の規定に基づき、預け入れを

予定する銀行が確実な者であることを確認の上、銀行に預け入れる方法による特

別保管とすることができる。

⑷ 第１７条に規定する引継完了報告書の添付書類として、前項に規定する特別保

管中の前渡資金の残高表示部分の写を作成し、原本証明したものを添付するもの

とする。



別表第１

１ 資金前渡官吏

官職指定

部局 指定官職 事務の範囲

防衛装備庁（本庁） 会計官付支出班長 （1）防衛装備庁職員の給与の支給に関

する事務

（2）本庁職員の児童手当の支給に関す

る事務

（3）本庁定員外職員の賃金、児童手当

及び退職手当の支給に関する事務

（4）本庁庁用品の購入等の支払（現金

で支払う場合に限る。）に関する事務

防衛装備庁の各研究 当該研究所の総務課 当該研究所庁用品の購入等の支払（

所 課長補佐（会計） 現金で支払う場合に限る。）に関する

ただし、航空装備研 事務

究所にあっては、管

理部会計課課長補佐

及び防衛イノベーシ

ョン科学技術研究所

にあっては、総務・

会計ユニットユニッ

ト長補佐（会計）

防衛装備庁の各試験 当該試験場の業務班 当該試験場庁用品の購入等の支払（

場 長 現金で支払う場合に限る。）に関する

事務



別表第２

２ 資金前渡官吏代理

官職指定

部局 指定官職 事務の範囲 代行を行うべきとき

防衛装備庁（本庁） 会計官付経理室経理 本官の行う事務の 出張、休暇又は欠勤

補佐官 全部について 等のため、その職務

防衛装備庁の各研究 当該研究所の所長 本官の行う事務の を行うことができな

所 ただし、航空装備研 全部について い場合

究所にあっては管理

部長

防衛装備庁の各試験 当該試験場の場長 本官の行う事務の

場 全部について



別記様式第 1 号（ア）
発簡記号･番号

令和 年 月 日

前渡資金請求書（人件費）

殿

資金前渡官吏名

内 訳

区 分 前 回迄 の 支 払 済 及 所 要 額 内 訳 交 付 摘 要

受領累計 支払 見 込 月所 請 求 額 決定額

科 目 済額 額 要額 計 (E)-(A)＝ F

(A) (B) （ C） (D) (E)

別記様式第 1 号（イ）

令和 年 月 日

前渡資金請求書（管理運営費）

殿

資金前渡官吏名

内 訳 (（ア）と同じ )



別記様式第２号

払出決議番号

払出決議書

決議 令和 年 月 日 発議 令和 年 月 日

下記金額預託金より払出してよい

資金前渡官吏 係長 係

￥ ただし、

小切手振出年月日 令和 年 月 日

小切手番号 第 号

現金出納簿登記済 令和 年 月 日

備 考



別記様式第３号（ア）

決議番号 第 号

支 払 決 議 書

決議 令和 年 月 日 発 議 令和 年 月 日

下記金額を支出してよい。

資金前渡官吏

係長 係

￥ 受取人氏名

但し、

会 計 名 一般会計 所 管 防 衛 省 令和 年度歳出

組織 防衛装備庁 項 円

小切手及

び国庫金 控除明細 金 額 名 宛 人 目 目の細分 金 額

振出番号

合 計 合 計

摘 要
現金出納簿登記簿 令和 年 月 日

前渡資金整理簿

登 記 済
令和 年 月 日

小 切 手 及 び

国庫金振替書 令和 年 月 日

発 行 年 月 日



別記様式第４号（イ）

支払決議番号 第 号

支 払 決 議 書

決議 令和 年 月 日 発議 令和 年 月 日

下記金額を支払してよい

資金前渡官吏 係長 係

受取人

￥ 所属氏名

会計名 一般会計 所管 防衛省
令和 年度

組織 防衛装備庁歳 出

目 目の細分 金 額 項

小切手又は国庫金振替書

発行及び支払年月日

令和 年 月 日

小切手又は国庫金振替書

第 号

第 号

摘 要

現金出納簿登記済 令和 年 月 日

前渡資金整理簿 令和 年 月 日

登 記 済

支 払 区 分



別記様式第５号

小 切 手

国庫金振替書
用紙受払簿

年月日 受領枚数 振出枚数 破棄枚数 残枚数 備 考 確 認



別記様式第６号

前金

概算
払整理簿

精 算
前 金 又 精算済の額

年 月 日 摘要 は 概 算
支払額 戻入額 歳 入 計

未清算額
月 日

払 額 納付額

備考：前金概算のいずれかに該当する方を○で囲む。



別記様式第７号

発簡記号･番号

年 月 日

官署支出官

防衛装備庁長官官房会計官 殿

資金前渡官吏

過 年 度 支 出 申 請 書

標記について、下記事由が発生したので、会計法第27条の規程に

より過年度支出を承認されたく申請する。

記

１ 理 由

２ 過年度支出を要する額

科 目 金 額



別記様式第８号

流用決議書

資金前渡官吏 係長 係

流用減 流用増

支払科目 金 額 支払科目 金 額

組織

項

目

目

の

細

分

流用年月日

備 考



別記様式第９号

科 目 更 正 書

(正 ) (誤 )

年度 令和 年度 令和 年度

科目

金額

支払月日

支払番号

受取人

備考

令和 年 月 日

上記のとおり科目更正する。

資金前渡官吏



別記様式第１０号

人件費等支払実績報告書
(令和 年 月 日分)

(単位:円) 資金前渡官吏名

科 目 区分
前渡資金交付 支 払 実 績 額 (C)＝(A)-(B)

備 考(A) 事務官等 陸上自衛官 海上自衛官 航空自衛官 合計(B) 支払残額

当月分 ( )内は支給対象0 2
累 計 人員職 員 基 本 給

職 員 俸 給
当月分

累 計

当月分0 8
累 計赴 任 旅 費

08入校講習旅費
当月分

累 計



別記様式第１１号

令和 年 月 日

前任資金前渡官吏

氏名

後任資金前渡官吏

氏名

下記のとおり引継ぎを終わりました。

引継目録

１ 現金出納簿 冊

２ 前渡資金整理簿 冊

３ 前金払
概算払 整理簿 冊

４ 小 切 手
国庫金振替書

受払簿 冊

５ 小切手交付簿 冊

６ 小切手用紙 冊

７ 国庫金振替用紙 冊

８ ○ ○ 冊 枚

９ ○ ○ 冊 枚



別記様式第１２号

発簡記号･番号

令和 年 月 日

引 継 完 了 報 告 書

官署支出官

防衛装備庁長官官房会計官 殿

前任資金前渡官吏

官職氏名

下記のとおり引継を完了しましたので報告いたしま

す。

記

交代日及び官職氏名 令和 年 月 日

前任者

後任者

添付書類:



別記様式第１３号

防 衛 省 所 管

令和 年度

一 般 会 計

令和 年 月分

支 払 証 拠 書 類

冊中の 号

紙数 枚

支 払 額 ￥

科目更正額 ￥

回 収 額 ￥

差 引 額 ￥

防衛装備庁



別記様式第１４号（ア）

仕切紙 １ｃｍ

科目

目の細分 支払額 科目更正額 回収額

↑

朱

塗

↓

計

前金払 ￥

概算払 ￥

備考:用紙の右側１ｃｍは朱塗とする



別記様式第１５号（イ）

仕切紙 １ｃｍ

↑

青

塗

↓

科目（目の細分)

紙数 枚

備考:用紙の右端１ｃｍは青塗とする。



別記様式第１６号（ウ）

仕切紙 給 与 １ｃｍ

科目 支払額 科目更正額 回収額

↑

朱

塗

↓

紙数 枚

備考:用紙の右側１ｃｍは朱塗とする



別記様式第１７号

給与証明書

支給年月日 ・・・

項 目 金 額 備 考

職員基本給 振込等額の内訳

内 職員俸給 口座振込 名

扶養手当 円

訳 地域手当 その他 名

給 職員諸手当 円

管理職手

内 当

与 通勤手当

訳 住居手当

営外手当

額

その他

超過勤務手当

休職者給与

計

共済
短期掛金

組合
長期掛金

介護掛金

控 所 得 税

住 民 税

除 共 済 諸 控 除

福 祉 貯 金

額 食 事 代

国設宿舎使用料

財 形 貯 蓄

計

差引支給額

差引支給額は ほか 名に給与として支払ったことを証明する。

証 令和 年 月 日

資金前渡官吏
明 官 職 氏 名



別記様式第１８号

日 計 表

資金 係
令和 年 月 日 前渡

長
係

官吏

科目集計 現金受払額

(組織） 円 ( 内 現 金 ) 前日現金残 円

円

（項） 本日受

（目） 本日現金残

10,000円 枚 円

5,000

1,000

500

100

10

5

1

備 考

現 金 及 び 小切 手 小切手等発行額内訳

集計

現金払 円 小切手 枚 第 号 円

小切手等払 国庫金振替書 枚 第 号 円

回 収 備 考

計 計 円



別記様式第１９号

前 渡 資 金 整 理 簿

受 払
年 月 日 摘 要

領 収 額 還 納 額 差 引 額 支 払 額 科 目 更 正 額 回 収 額 差 引 額
残 額



別記様式第２０号

小切手交付簿

年 月 日 小切手番号 受 取 人 金 額 確 認 備 考



別記様式第２１号

旅 費 整 理 簿

年 月 日 摘 要 前渡資金領収額 支 払 額 残 額


